
 

太田市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

令和８年３月１７日 

 

              太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市規則第１４号 

 

太田市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

太田市営住宅条例施行規則（平成１７年太田市規則第２２５号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１中「 

熊野市営住宅 中層耐火３階 ５９．１０ １２ 

中層耐火４階 ５９．１０ ２４ 

中層耐火５階 ４５．８２ ５０ 

６２．６７ ２０ 

簡易耐火平屋

集会所 

４０．００ １ 

」を「 

熊野市営住宅 中層耐火４階 ５９．１０ ２４ 

中層耐火５階 ４５．８２ ３０ 

６２．６７ ２０ 

」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


